
公的研究費の不正使用への対応に関するフロー図
（通報～調査～不正の認定）

通 報 者
報道・学会等か
らの通報

通報窓口
【内部】機構本部監査室長
【外部】清水法律事務所

統括管理責任者
総務・財務・広報担当理事

通 報 者

最高管理責任者
機構長

通 報 者

公的研究費の
配分機関

通報、情報提供
（第４条第１項）

報告（第４条第２項）

調査の必要がない場合
（第５条第５項）

通知予備調査実施の決定（第５条第１項）

予備調査結果報告（第５条第３項）

通報等
受理

通報等の受理から
２０日以内

本調査実施の決定（第５条第４項）

通報等の受理から
３０日以内

調査の必要がない場合
（第５条第５項）

通知

設置（第６条第１項）本調査実施の有無報告（第５条第４項）

設置（第８条第４項）

通 報 者調査の実施（第８条第２項）

通知

本調査

本調査実施決定後
３０日以内

本調査チーム
委員長＋α

本調査開始（第８条第１項）

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

本調査結果報告（第８条第１０項）

本調査開始後
６０日以内

調査結果の通知 通 報 者

意見提出
調査結果通知日から１４日以内

意見聴取期間
（第９条）

認 定

本調査開始後
９０日以内

不正使用が行われたか否かの決定（第１０条第１項）

調査協力

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

調査対象職員等

認定結果等の通知（第１１条
第１項） 通 報 者

調査対象職員等

認定及び調査結果の通知
（第１１条第２項）

不服申立期間

認定結果等の報告（第１１条第１項）

不服申立があった
場合のフローは別

紙のとおり
認定後の措置（第１７条）

●不正使用に係る資金の中止命令
●資金配分機関が定める措置

●就業規則による処分 （悪質性の高いものについては、損害賠償責
任、刑事告発等の法的措置を講じる）等

不正発生要因の分析・再発防止策計画の策定

調査結果報告書の提出（第１４条第１項）公的研究費の
配分機関

調査結果公表

通報等の受理から
２１０日以内

調査結果通知～意
見提出～意見に基
づく認定の決定まで
約３０日間を予定

調査対象職員等
の所属機関

調査認定から最終
報告書の提出まで
約６０日間を予定

第１５条第１項

不正に関与した者の氏名・
所属、不正の内容、公表時
までに行った措置の内容、
調査委員会委員の氏名・所
属、調査の方法・手順等

『調査結果報告書』（最終報告書）の作成

通報受理・
不受理の決定

予備調査
監査室

最高管理責任者
機構長

通報受理
（第４条第３項）

通知

最高管理責任者
機構長調査方針、調査対象等

の報告・協議（第８条第３項）

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

悪意の通報と認定され
た場合の通報者の所属
機関

最高管理責任者
機構長

不服申立（第１２条第１項）
※通報者については、悪意に基づくものと認定された場合に限り、
不服申し立てを受付

認定結果等通知日から１４日以内

ここには、被通報者、被
通報者以外で調査の対
象となる者が含まれる。
以下同じ。

調査対象職員等



別紙 調査認定～不服申立～再調査実施のフロー

設置（第８条第４項）

通知

本調査

本調査チーム
委員長＋α

本調査開始（第８条第１項）

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

本調査結果報告（第８条第１０項）

本調査開始後
６０日以内

調査結果の通知 通 報 者

意見提出
調査結果通知日から１４日以内

意見聴取期間
（第９条）

認 定

本調査開始後
９０日以内

不正使用が行われたか否かの決定（第１０条第１項）

調査対象職員等

調査協力

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

調査対象職員等

認定結果等の通知（第１１条
第１項） 通 報 者

調査対象職員等

不服申立期間

最高管理責任者
機構長

調査方針、調査対象等
の報告・協議（第８条第３項）

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

本調査チーム
委員長＋α

通 報 者調査の実施（第８条第２項）

審査職員

委員長が指名した者へ調査を依頼
（第１２条第２項）

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

再調査を行うか否かの決定（第１２条第２項）

最高管理責任者
機構長

報告（第１２条第４項、第５項）

報告（第１２条第４項、第５項）

公的研究費の
配分機関 不服申立却下又は再調査実施

の報告
（第１２条第４項、第５項）

通 報 者

調査対象職員等不服申立却下又は再調査実施
の報告
（第１２条第４項、第５項）

本調査チーム
委員長＋α

調査協力

再調査

公的研究費の
配分機関

調査委員会
統括管理責任者（委員長）

再調査結果報告（第１２条第８項）

※審査を打ち切った場合は、最高管理
責任者、通報者等へ通知

最高管理責任者
機構長

先の調査結果を覆すか否かの審議（第１２条第８項）

通 報 者

調査対象職員等

（覆す場合）

再認定結果等の通知（第１１条第１項）

再調査開始後
３０日以内

公的研究費の
配分機関

通報等の受理から
２１０日以内

調査結果報告書（中間報告書）
の提出（第１４条第２項）

以降、一部記載省略

※再調査の結果、不正と
認定された場合

※再調査の結果、不正で
はないと認定された場合

調査対象職員等
名誉回復等の措置
（第１８条第４項）

通報等
受理

不服申立（第１２条第１項）
※通報者については、悪意に基づくものと認定された場合に限り、
不服申し立てを受付

認定結果等通知日から１４日以内

※調査協力が得られない場合は、再調
査は行わず、審査を打ち切り、委員会
へ報告する


